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東京都板橋区がけ・擁壁安全対策工事助成制度のご案内 

板橋区では、台風や集中豪雨、地震等の自然災害に備えるために、がけ又は擁壁

の安全対策のための工事を行う方に対して、改善工事に必要な経費の一部を助成し

ています。 

なお、この助成制度は、建築物の耐震性を保証するものではありませんので、ご

留意ください。 

 

１． 助成の対象                                       

板橋区内にある、区長が改善の必要があると認めたがけ又は擁壁で次のいずれか

に該当する工事を行うものとします。ただし、各省庁などから公益的な事業を行う

法人として認可・認証などを受けている法人が行う工事の場合は、当該がけ又は擁

壁が公益的な事業を目的として土地活用がされている敷地内にあるものに限りま

す。 

① 高さ２ｍを超える既存のがけ(傾斜角が 30 度を超えるもの)の擁壁新築工事 

（新たに築造する擁壁の工事費） 

② 高さ２ｍを超える既存の擁壁の築造替え工事 

（既存擁壁の解体工事＋新たに築造する擁壁の工事費） 

③ 高さ２ｍを超える既存のがけ又は擁壁の補強(区長が安全対策上有効と認め

る場合に限る)のための工事 

 

２． 助成の対象者                                      

次の【条件 A】のいずれかに該当し、かつ、【条件 B】を全てに該当する者 

【条件 A】 

① 「１．助成の対象」に規定する助成対象となる工事を行うがけ及び擁壁の所

有者（個人） 

② がけ及び擁壁の所有者から同意を得て「１．助成の対象」に規定する助成対

象となる工事を行う者（個人・法人）（※1） 

③ 各省庁などから公益的な事業を行う法人として認可・認証などを受けている

法人（※1） 

（※1：対象となるかどうか、要件を確認する必要があります。事前にご相談ください。） 

【条件 B】 

① 区市町村民税（法人の場合は、法人住民税）及び軽自動車税を滞納していな

い者 

② この助成と同種の他の助成を受けていない者 
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３． 助成金の額                                       

 擁壁の新築工事及び既存擁壁の築造替え工事の場合・・・ 

工事費用の５割(１万円未満は切り捨て)以内かつ限度額７００万円 

 既存のがけ又は擁壁の補強工事の場合・・・ 

工事費用の５割(１万円未満は切り捨て)以内かつ限度額１００万円 

 

４． 手続き                                           

 二通りの手続き（※2）があります。 

① 年度内に交付申請から額の確定までを受ける手続き 

② 工事着手の時期や工程の都合上、やむを得ず年度内に交付申請から額の

確定までを終えることが困難な場合にとる手続き（※3） 

 手続きの流れは、P,3～4 を参照してください。 

 

※2：手続きの選択は事前協議後に行い、途中で他方の手続きに移行することはで

きませんので、余裕を持った工程を検討してください。 

※3：工事内容や工程表を考慮し、やむを得ないと認められた場合に限り選択でき

ます。 

 

５． その他注意事項                                     

 助成金交付決定通知書または助成対象承認通知書を受ける前に工事着手した

ものは、助成金の対象外となります。 

 助成対象となる工事は、既存のがけ又は擁壁と同じ位置に築造するものとしま

す。 

 原則、既存のがけ又は擁壁の高さをより高くする造成を伴う工事は対象になり

ません。 

 助成対象工事は、申請者ごとに同一の敷地について１回を限度とします。 

 着手後は助成金交付決定通知書に記載してある指定の工事内容について検査

を行いますので、当該工程に達しましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡く

ださい。 

 工事を変更又は取り止める場合は届出が必要になりますので、ご相談ください。 

 助成金の申請は提出順で受付を行うため、申請総額が年度予算額を超える場合

には、受付を終了いたします。 

 

お問い合わせ先 

板橋区 都市整備部 建築指導課 構造審査係 

℡ ０３－３５７９－２５７９ 
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板橋区がけ・擁壁安全対策工事助成手続きの流れ（Ｐ.２ ４．手続きの①） 

申請者 書類の流れ 板橋区 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

➂ 見積書の写し(内訳書含む) 

➃ 既存がけ・擁壁写真 

➄ 予定工程表 

○現地調査 

○工事内容の確認 

➇ 住民票の写し(最新の申請者住所の記載) 

○交付申請受付 

➀ 工事助成協議書(第１号様式) 

➁ 設計図書一式 

○事前協議 

○内容審査 

○完了報告 

○交付決定(不交付決定)通知 

・通知書(交付決定の可否) 

○着手届 
・着手届(第５号様式) 

・契約書の写し 

・工程表 

・その他必要書類 

○中間検査依頼（区が指定する工程） 

⑪ その他必要書類 

➉ 区市町村民税の納税を証明する書類の写し 

○工事契約・着手 

➈ 代表者証明書(共有物件の場合)の写し 

○助成金支出 

・工事完了届(第 10 号様式) 

（第３号様式または第４号様

・工事関係資料(施工写真・試験データ

○交付決定通知書受理 

・検査済証(工作物、宅造、開発行為)の写し 

○着手届受理 

(中間検査打ち合わせ) 

○完了届受理・内容審査 

○助成金額確定通知 

・助成金の額の確定通知書(第 11号様式) 

○助成金支払手続き 

➆ 登記簿謄本の写し(最新の土地所有者の記載) 

・工事助成協議書(第１号様式) 

○予算照合 

○助成金額確定通知書受理 

○助成担当による中間検査 

○助成担当による完了検査 

・領収書および明細書 

・口座振替依頼

・その他必要書類 

○助成金受領 

○助成金交付請求 
・助成金交付請求書(第 12 号様式) 

➅ 確認済証又は宅造許可書又は開発許可書の写し 

・その他必要書類 

○助成金交付申請 

・助成金交付申請書(第２号様式) 

・事前協議書類の②～⑪ただし➆～➉は原本を提出 

・その他必要書類 
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板橋区がけ・擁壁安全対策工事助成手続きの流れ（Ｐ.２ ４．手続きの②） 

申請者 書類の流れ 板橋区 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・見積書の写し(内訳書含む) 

○現地調査 

○工事内容の確認 

○交付申請受付・内容審査 

・工事承認申請書（第 13 号様式） 
・設計図書一式（確認申請・宅造・開発許可図書） 

○承認申請（第１５条第２項） 

○交付申請及び完了報告（第１５条第１１項） 

○承認決定(不承認決定)通知 

○着手届（第１５条第４項） 

・着手届(第 16 号様式) 
・契約書の写し 
・工程表 

・その他必要書類 

○中間検査依頼（区が指定する工程） 

・その他必要書類 

○工事契約・着手 

○助成金支出 

◆工事完了報告書(第 23 号様式) 

（助成対象不承認通知書（第 15 号様式） 

・工事関係資料(施工写真・試験データ等) 

・検査済証(工作物、宅造、開発行為)の写し 

○着手届受理 

(中間検査打ち合わせ) 

○完了届受理・内容審査 

○助成金支払手続き 

・助成対象承認通知書(第 14 号様式) 

○予算照合 

○助成金交付決定兼交付額確定通知書受理 

○助成担当による中間検査 

○助成担当による完了検査 

・領収書および明細

・口座振替依頼

・その他必要書類 

○助成金受領 

○助成金交付請求（第１５条第１３項） 
・助成金交付請求書(第 26 号様式) 

・確認済証又は宅造許可書又は開発許可書の写し 

・その他必要書類 

◆助成金交付申請書(第 22 号様式) 

・その他必要書類 

○事前協議（第６条） 

・工事助成協議書（第１号様式） 
・設計図書一式（計画略図） 

・既存のがけ・擁壁写真 

・土地の登記簿謄本(最新の土地所有者の記載) 
・申請者の住民票(最新の申請者住所の記載) 

・代表者証明書(共有物件の場合) 
・区市町村民税の納税を証明する書類 

・予定工程表 
・その他必要書類（例：法人住民税の納税証明） 

○助成金交付決定・交付額確定 

・助成金交付決定兼交付額確定通知書 

（第 24 条様式） 

○助成金不交付決定 

・助成金不交付決定通知書 

（第 25 条様式） 

・工事助成協議書（第１号様式） 


